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第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ  
  

当社は、平成26年５月２日付「第三者委員会の設置及び平成26年９月期第２四半期決算短信の

発表日の変更に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社の連結子会社である株

式会社バイノスの売上計上に関する調査に当たり、事実関係の調査、認定、評価に基づく提言等

が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第

三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。 

平成26年６月３日付で第三者委員会から調査報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

（注） 調査報告書の日付は平成26年６月２日付となっておりますが、第三者委員会より平成26年６月３日付の「書類

提出書」と共に受領しておりますので、受領期日は平成26年６月３日であります。 

 

記  

１．第三者委員会の調査報告書の内容  

報告の内容は、添付資料「調査報告書（公表版）」をご覧ください。調査報告書にて指摘

を受けた株式会社バイノスに係る連結上の売上計上の差額は、平成25年９月期第３四半期に

おいて476百万円減、平成25年９月期（年度）において266百万円減、平成26年９月期第１四

半期において414百万円減となっております。 

（注） 調査報告書にて指摘を受けた金額は、会計監査人による監査によって、変更される可能性があります。 

 

２．今後の当社の対応について 

（１）過年度決算書類の訂正 

第三者委員会の調査報告書を踏まえ、会計監査人による監査を経て、過年度決算の訂正

を行う予定であり、平成25年９月期第３四半期、平成25年９月期、平成26年９月期第１四

半期の有価証券報告書、決算短信、四半期報告書及び四半期決算短信等につきましては、

平成26年６月13日までに提出する予定です。 

 

（２）第18期第２四半期報告書の提出及び平成26年９月期第２四半期決算短信の開示について  

① 第18期第２四半期報告書（自 平成26年１月１日 至 平成26年３月31日）につきまして

は、平成26年６月13日までに提出する予定です。 

② 平成26年９月期第２四半期決算短信（自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31日）に

つきましては、平成26年６月13日までに公表する予定です。 

 

（３）再発防止策について 

当社は、第三者委員会の調査報告において指摘された事項及び再発防止のための提言に

沿って改善に取り組み、必要な措置を進めていく所存です。 

再発防止策の内容につきましては、策定次第お知らせいたします。 

  



 

 

当社は、この度の株式会社バイノスにおける不適正な売上計上による過年度決算の訂正や本年度第２四

半期報告書の提出期限の延長等、株主及び取引先をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け

いたしておりますことを深くお詫び申し上げます。今後は当社全役職員が一丸となって信頼回復に取り組

む所存です。 

何卒、ご理解いただき、変わらぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。  
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